
●当社の疲労に伴う⾃律神経機能の変化についての発表資料 
 
①19 名の健常者を対象に精神作業負荷に伴う疲労の前後で⾃律神経機能評価を⾏ったところ、
疲労誘発後は主に交感神経系活動を表す％LF が上昇し、副交感神経系活動を表す％HF は低下
しました（⽂献 3）。 
 
 
 
 
 
 
 
②10 名の健常者を対象に精神作業負荷に伴う疲労前後の⾃律神経機能を調べたところ、HF
（副交感神経活動指標）の低下と LF/HF（⾃律神経バランス）の上昇が認められ、疲労状態で
は交感神経系の過緊張状態であることが明らかになりました（⽂献 4）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③24 名の健常者を対象に精神作業負荷を加えて疲労状態を誘発したところ、作業負荷時間の経
過とともに⾃覚的な疲労感の増加（A）、反応時間の遅延（B）、反応時間のばらつきの増加
（C）が確認され、⾃律神経機能評価では LF/HF（⾃律神経バランス）が有意に増加しました
（交感神経系優位な状態）（D）。これらの変化はすべて休憩後には回復しました（⽂献 5）。  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
④1,099 名の慢性疲労症候群患者と 361 名の健常者において安静閉眼時に計測した⾃律神経機
能の⽐較を⾏ったところ、どの年代も疲労症状が強い群ほど副交感神経活動を⽰す Log HF の
低下が著しく、Log LF/HF（⾃律神経バランス）が有意に増加し，交感神経系の過緊張状態に
なっていた（⽂献 6）。⾃律神経活動指標の 1 つである最⼤リアプノフ指数評価でも疲労症状の
強い CFS 群は有意に低下していました。さらに携帯型⼼電計を⽤いて 24 時間連続して⾃律神
経活動を評価したところ、健常者では睡眠時の Log HF（副交感神経活動指標）は覚醒時と⽐較
して平均 3.03 倍⾼くなるのに対して疲労群では 1.86 倍の上昇しかみられず、睡眠時における
⾃律神経機能異常の存在を⽰唆しています（⽂献 6）。  

 
⑤⼩中学校の教職員 363 名の実態調査では同年代の健常者群と⽐較して有意に⾃覚的な疲労関
連症状が強く、⾃律神経機能評価では Log HF（副交感神経活動指標）の低下と Log LF/HF（⾃
律神経バランス）の上昇が認められました（⽂献 7）。 

   



⑥26 名の健常者を対象に 4 週間の⽔素⽔の摂取に伴う抗疲労効果を調べるためにプラセボ対照
⼆重盲検⽐較試験を実施したところ、⽔素⽔摂取群ではプラセボ群と⽐較して有意な交感神経
系活動の低下とともに不安・気分状態指標の改善が認められ、⽔素⽔摂取が QOL改善に寄与す
る可能性を⽰唆しています（⽂献 8）。 
 
⑦泌尿器科領域の担癌患者 37 名と健常者 23 名の⾃律神経機能評価を⾏ったところ、担癌患者
群は LF/HF（⾃律神経バランス）が有意に⾼く、交感神経系優位な状態でした。治療として加
味帰脾湯を投与して、その後の変化を調べたところ、⾃覚的な疲労感や抑うつ症状の軽減とと
もに LF/HF の改善が認められました（⽂献 9）。 
当社はこのような知⾒に基づき，⾃律神経機能を評価することにより，疲労，メンタルヘルス
状態，睡眠，ストレス状態などの臨床病態を客観的に評価できることを提唱し，種々の特許を
取得してきました。 
 
なお、⾃律神経活動の評価には通常は⼼拍の周波数解析で算出されるトータルパワー値（log
（LF+HF））や⼼電図R-R間隔変動係数(CVRR)が⽤いられていますが、健常者のこれらのデー
タを 2000 名以上について分析したところ，個⼈の⾃律神経活動値は加齢に伴い有意に低下す
ることが判明しました。そこで検診時に⾃律神経検査を受けた場合、被験者が⾃分の結果をよ
り簡便に理解できるようにすることを⽬的に被験者の⾃律神経活動結果を健常者群の各年齢の
⾃律神経活動指標の中央値より算出した⾃律神経年齢として表現することを提案し特許化して
います。（特許第 5455071号）。 
 
図 1 に我々が調査した学校教職員 442 名の評価結果を⽰していますが⾃律神経活動を表す
Log(LF+HF)値は加齢に伴い有意に低下しており（ｒ＝-0.505，ｐ＜0.001）、⾃律神経機能の評
価においては被験者の年齢を加味して評価する必要があります。 
 

      図 1. ⾃律神経活動（Log(LF+HF)）と年齢との関連 

 
したがって⾃律神経機能評価は個⼈個⼈の疲労状態などの客観的な指標として活⽤できるとし
ても集団分析を⾏う場合には⽐較を⾏う集団の年齢構成を⼀致させて分析する必要があり、年



齢構成の異なる集団の分析においてはこれまで使われてきた⾃律神経機能指標は⽤いることは
できませんでした。  そこで、これまでに収集した⼤規模な健常者データを⽤いて年齢 1歳
ごとの⾃律神経活動値の分散から各年齢における⾃律神経活動偏差値を算出して年齢構成の異
なる集団においても疲労・ストレス分析に使⽤できる指標（⾃律神経活動偏差値，ANA-SS：
standard scores for autonomic nervous activity）を特許化しました。（特許第 6550440号）。 
近年、⽣活環境ストレスの変化に伴い，うつ病などのメンタルヘルス障害による休職者が増加
しており、2015 年 12⽉よりは労働安全衛⽣法の改正に伴い従業員 50 名以上の事業場におい
てはストレチェックを⾏うことが義務づけられるようになりました。 
 
2016 年度の神奈川県「マイＭＥ-ＢＹＯカルテ」事業に参画した企業 17社の健康評価におい
て、ストレスチェック検査を厚⽣労働省研究班の推奨する職業性ストレス簡易調査問診票（57
問）を⽤いて⾏ったところ，103 名中 17 名（16.5％）が⾼ストレス群と判定されました。⾼ス
トレス群（17 名）と⾮⾼ストレス群（86 名）との⽐較では，⾼ストレス群は職業性ストレス
簡易調査問診票より算出される A score(仕事の量や質), B score(疲労，抑うつ，不安などの⾃覚
症状), C score(上司，同僚，家族の⽀援得点)がすべて有意に低値であり，これらすべての評価
が⾼ストレス群では⾮⾼ストレス群と⽐較して有意に悪いことが確認されました（表 1）（⽂献
10）。 
 

 

 
そこで客観的な疲労指標として⾃律神経活動評価を⾏ったところ，被験者となった従業員 103
名(年齢 39.1±9.2歳)は 20歳代の若い労働者から⽐較的⾼齢のものまで、さまざまな年齢で構
成されていたため、これまで⽤いられてきた⾃律神経活動値（log（LF+HF））による評価では
⾼ストレス群と⾮⾼ストレス群の間では有意な差はみられず、これまでの⾃律神経活動指標で
はストレス群の判定は困難であることが明らかになりました（表 2）。 
しかし上述の⾃律神経活動値を年齢補正した⾃律神経活動偏差値（ANA- standard scores (ANA-
SS)）を⽤いた評価では⾼ストレス群 47.9±10.7，⾮⾼ストレス群 56.3±10.6 と⾼ストレス群
が有意に低値であることが確認できました。（ｐ＜0.05）（表 2）（⽂献 10）。 
 



 
 
この結果は年齢構成が異なっている被験者を対象としたストレスチェック検査においても年齢
補正を考慮した ANA-SS を⽤いた評価は職業性ストレス簡易調査問診票を⽤いて⾏うことが決
められているラインケアを⾏うときに必要な集団分析指標（健康度指標）として客観的な指標
として活⽤が可能であることを⽰しています。 
 
さらに ANA-SS と職業性ストレス簡易調査問診票結果との関連について検討したところ、A 
score（仕事の量や質）、C score（上司，同僚，家族の⽀援）とは有意な関連はみられなかった
が疲労、抑うつ、不安などの臨床症状得点（B score：得点が低いほど症状が強い指数）と
ANA-SS は有意な正の相関がみられ（r=0.334，ｐ＜0.001）、疲労関連症状が強いほど ANA-SS
は低下していました（図 2）。 
 

 
図 2. ⾃律神経活動偏差値（ANA-SS）と職業性ストレス簡易調査問診票結果との関係  A score：仕事の量や質の評価，  
   B score：疲労，抑うつ，不安などの臨床症状得点，C score：上司，同僚，家族の⽀援の程度 

 

ANA-SS は VAS を⽤いて評価した個⼈の疲労関連症状得点（精神的ストレス，⾝体的ストレ
ス，疲労，抑うつ，不安，いらいらなど）との関連においても、すべて有意な負の相関がみら
れ，⾃覚的な意欲の得点とは正の相関が認められました（表 3）（⽂献 10）。したがって ANA-
SS は被験者の年齢要素を考慮することなく集団分析とともに個⼈個⼈の疲労病態評価にも活⽤
が可能であり今後はストレス評価における客観的な健康度指標として是⾮活⽤して頂きたいと
考えています。 



 
 
なお、⾃律神経機能は些細な刺激によっても容易に変化するために健康の指標として評価を⾏
うためには安静閉眼座位において測定された時の値を⽤いることが推奨されています。このよ
うな疲労を誘発しないような光、⾳、匂いなどの刺激に伴う変化が健康度指標とどのような関
連があるのかについて検討したところ、疲労を誘発しない種々の刺激に伴う⾃律神経機能の変
化が疲労、睡眠状態、メンタルヘルス状態などと関連していることを⾒出しました。そこで
我々は従来の健康評価に加えて、このような刺激に伴う⾃律神経機能の変化を評価することに
より、健康状態をより正しく評価することが可能となります（特許第 6501941号 / 2019 年）。 
また働き⽅改⾰関連法案の施⾏に伴い、企業では⽣産性向上とともに就業機会の拡⼤や意欲・
能⼒を存分に発揮できる環境を作ることが重要な課題となってきていますが作業中の⾃律神経
機能を評価することにより集中⼒、記憶⼒、作業効率などを予測することができることを⾒い
出して特許を取得しました（特願 2019-117207 / 特許査定：2020 年 2⽉ 4⽇）。⾃律神経機能
評価を安静時だけでなく、仕事や勉強をしている状況の中で評価することにより、より良い作
業環境や学習環境の改善に向けた取り組みにおける客観的な指標を取得可能であり、企業や学
校などにおいて活⽤されることを期待しています。 
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●取得している⾃律神経関連の特許リスト 
1.発明の名称：情報処理装置、情報処理⽅法及びプログラム 
内容：勉強や仕事などの作業中の⾃律神経機能を評価することにより、集中⼒／記憶⼒や作業
効率を予測することが可能 
特許第 6670413号 （2020 年（令和 2 年）3⽉ 18⽇） 
出願番号：特願 2019-117207 
出願⽇：平成 31 年 6⽉ 25⽇ 
出願⼈：株式会社疲労科学研究所 
発明者：倉恒弘彦 
 
2.発明の名称：疲労判定装置、疲労判定⽅法及びプログラム 
内容：疲労を誘発しない刺激（光/⾳/匂いなど）に伴う⾃律神経機能の変化を評価することに
より、疲労やメンタルヘルス状態などを判定 
特許第 6501941号 （2019 年（平成 31 年）3⽉ 29⽇） 
出願番号：特願 2018-62114 
出願⽇：平成 30 年 3⽉ 28⽇ 
特許権者：株式会社疲労科学研究所 
発明者：倉恒弘彦 
 
3.発明の名称：⾃律神経評価装置、⾃律神経評価⽅法、プログラム及び記録媒体 
内容：新たな⾃律神経活動指標（⾃律神経偏差値）を考案し、その指標を⽤いることにより年
齢構成の異なる集団においても健康状態について客観的な集団分析が可能 
特許第 6550440号 （2019 年（令和 1 年）7⽉ 5⽇） 
出願番号：特願 2017-219035 
出願⽇：平成 29 年 11⽉ 14⽇ 



出願⼈：株式会社疲労科学研究所 
発明者：倉恒弘彦、⼩泉 淳⼀ 
 
4.発明の名称：⽣体状態推定装置 
内容：⾃律神経機能と脈波伝搬速度を⽤いて健康状態を評価する 
特許第 6126220号 （2017 年（平成 29 年）4⽉ 14⽇） 
出願番号：特願 2015-523943 
出願⽇：平成 26 年 6⽉ 3⽇ 
出願⼈：株式会社村⽥製作所，株式会社疲労科学研究所 
発明者：志牟⽥ 亨、倉恒弘彦、渡辺 恭良 
 
5. 発明の名称：疲労度の判定処理システム 
内容：⾃律神経機能評価を⽤いた疲労度判定処理システムの開発 
特許第 5491749号 （2014 年（平成 26 年）3⽉ 7⽇） 
出願番号：特願 2009-053144 
出願⽇：平成 21 年（2009 年）7⽉ 6⽇ 
出願⼈：株式会社疲労科学研究所 
発明者：倉恒弘彦、⽥島世貴、⼩泉淳⼀、⻄沢良記、渡辺恭良、⽚岡洋祐 
 
6. 発明の名称：⾃律神経機能年齢の判定システム及び判定⽅法 
内容：⾃律神経機能年齢の判定システム及び判定⽅法の開発 
特許第 5455071号 （2014 年（平成 26 年）3⽉ 26⽇） 
出願番号：特願 2011-7680 
出願⽇：平成 21 年（2009 年）1⽉ 18⽇ 
出願⼈：株式会社疲労科学研究所 
発明者：⼩泉淳⼀ 
 
7. 発明の名称：疲労評価装置、疲労度評装置の制御⽅法、および疲労度評価プログラム、並び
に該プログラムを記録した記録媒体 
内容：加速度脈波のカオス分析による疲労度評価システム 
特許第 3790266号（2000 年（平成 17 年）1⽉ 6⽇） 
特許権者：総合医科学研究所、渡辺泰良、倉恒弘彦 
出願番号：特願 2005-511065 
出願⽇：平成 16 年 6⽉ 25⽇ 
出願⼈：総合医科学研究所、渡辺泰良、倉恒弘彦 
発明者：渡辺泰良、倉恒弘彦、⼭⼝浩⼆、笹部哲也 


